
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………【講習会 参加申込書 12月４日(木)〆切】…………………………………… 

事 業 所 名  T E L  

受 講 者 名 
 

(複数のご参加可能) 

忘年会 

17：30～ 
参加   ・    不参加 

※ご記入いただいた情報は本セミナーに関する運営のみに利用し、取扱いにつきましては個人情報保護法に則り、厳重に管理いたします。 

発行日 令和７年１１月１７日    

■講師■  蔵中
く ら な か

 一浩
か ず ひ ろ

 氏 

横浜リンケージ社労士事務所 代表 
・特定社会保険労務士 

《プロフィール》 

昭和５８年東京外語大卒業後、(株)横浜銀行入行。主
に融資審査の他、債権管理回収業務に従事し、数多く
の中小企業との相談、折衝に当たる。平成２５年独立し
横浜市内に社会保険労務士事務所を開設。社労士の
枠にとらわれず、３０年におよぶ銀行員としての豊富な
経験を中小企業経営のために活用すべく活動中。 

 １．データから見える働くシニア世代の現状と傾向 

２．シニア人材活用の具体事例 

３．労働力としてのシニア世代の特徴と問題点 

４．シニア世代の処遇（業務、賃金、評価）の考え方 

５．年金受給と給与の関係 

６．活用したい助成金の紹介 

◆日時   令和７年１２月１２日 (金)午後３時から ◆会場  矢巾町商工会館 

◆内容   ・講習会（午後３時～）・合同忘年会（午後５時３０分～）創作和食あかり 

◆会 費    一人あたり ３,０００円（講習会のみ参加の方は無料） 

◆駐車場   矢巾町商工会館駐車場をご利用ください。満車の場合は「商工会館向かいの盛岡南消防署矢巾分

署」をご利用ください。駐車の際は、「フェンス側（南側に県道側から順に駐車」をお願いいたします。 

主催  矢巾町商工会 

TEL ： 019-697-5111 

FAX ： 019-697-5115 

メール： yahaba@m7.dion.ne.jp 

  

≪矢巾町商工会３部会合同講習会≫ 

商工会ニュースやはば臨時号№26 

 

令和７年度 

■お申込み方法  

商工会にお電話、FAX、またはメールにて 

お申込みください。≪申込締切≫12/4(木) 

人生１００年時代と言われる現代、もはやシニア世代は我が国労働力の３割を占めるに至っています。今後ますます進展
する少子高齢化や人手不足の中で、企業にとってシニア世代の労働力は不可欠であると同時にシニア世代も勤労意欲は
旺盛です。しかしながら、働き方改革の一環である同一労働同一賃金はシニア世代にも影響を及ぼし、その処遇をどうす
るかという課題もあります。本講習会では、シニア世代の活用を現在の法規制の中で最大限に活用すべく、様々な視点か
らわかりやすく解説いたします。 

 


